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1　概要
この研究は、基礎研究や応用・開発研究における、標準

化活動に関する定量的データの計量方法が適当であるか否
かを明らかにし、その結果をイノベーション・マネジメント
の高度化への基盤とすることを目的とする。加えて、今後の
標準化政策の評価手法の構築のため、標準化活動への投
入資源や活動成果の定量化を通じた、標準化活動の要素
活動、各要素間の再構成を検討課題とする。これまでは、
ISO 等の統計で成果の定量化がある程度可能となる一方、
投入資源の定量化は十分になされていなかった。

以上を踏まえて、この論文では標準化活動に関する定義
等の調査分析への利用可能性（以下 有効性）、ならびに

複数年度にわたり計量されたデータがおおむね一定の範囲
内に収まっているか否かの検証を行う（（注）複数年度にわ
たりデータが収集され、おおむね一定の範囲内に収まって
いる場合を「安定している」と記述する）。また、得られたデー
タに基づいて、基礎研究を実施する大学等と応用・開発研
究を行う企業等における標準化活動の違いについて評価を
加える。併せて基礎研究機関における標準化活動の管理
のあり方について考察を加える。加えて、長期的なアウトカ
ム目標として、イノベーション活動における標準化活動を定
量的にマネジメントする社会的な基盤形成を設定し、この
達成に必要となる研究過程、ならびにこの研究段階での到
達点について提示を行う。
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この研究は、基礎研究、応用・開発研究における、標準化活動を定量的に収集する手法を考察することを通じて、イノベーション・マネジ
メントの基盤の高度化を目的とする。具体的には、一般的な標準化活動の代替量として、組織のイノベーション活動に関係が大きいと考
えられる知的財産活動における標準化活動に着目する。基礎研究機関として、大学・TLO等を取り上げて電気機械製造業、情報通信業
を応用・開発研究機関として取り上げる。データの複数年度間にわたる収集の安定性の有無や、標準化活動の定義の妥当性について論
じた上で、基礎研究と応用・開発研究における標準化活動の差異を述べる。基礎研究においては、応用・開発研究と同程度の知的財産
活動に関する標準化活動の割合を示す可能性があるとの仮説等が導かれた。
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標準化戦略の重要性が重視される近年の状況にあっ
て、驚きではあるが、企業や組織中における標準化活動に
係る定量的データの計量手法は、いまだ研究途上の課題で
ある。文部科学統計要覧には、特許に関するデータは収
録されているが、標準化活動のデータは記載されていない
[1]。公的に収集された標準化活動に関する定量データは、
成果に関するものが中心でありISO、IEC が提供している
デジュール規格の策定数や、事務局人員数等に限られてい
る [2]。

こうした中で、2008 年に日本の特許庁は、知的財産活
動における標準化活動に関する調査項目を、2002 年より日
本国内の全産業を対象として実施している「知的財産活動
調査」に追加した [3]-[6]。標準化活動全体に比べて、知的
財産活動に関する標準化活動は、標準と関係を持つ特許
の存在がさまざまな分野で近年クローズアップされており、
政策的にも重要性が増している変量である [7]。また、範囲
を知的財産活動に絞ることにより、ISO14000 シリーズに係
る認証活動に関する資源投入量といった、この論文が対象
としている標準の企画等とは異なる活動が意図せず含まれ
る恐れを低くすることが期待できる。このことにより、得ら
れたデータは、知的財産活動中における標準化活動に係る
資源投入量の影響をより正確に表していると期待される。

日本の場合には、大学等の研究機関における研究費の
約 6 割が基礎研究に充てられている。一方、企業における
研究費の 9 割近くが、応用研究と開発研究に充てられてい
る [1]。この点を考慮して、基礎研究における標準化活動を
評価する対象として「教育・TLO・公的研究機関・公務」
に分類されるデータを活用する。このカテゴリーの中には、
大学等の基礎研究機関が含まれている。応用・開発研究
を評価する対象として、「電気機械製造業」および「情報
通信業」に分類されるデータを利用する。これら標準化活
動データに注目して、データの収集の妥当性、安定してい
るか否かについて検証を行い、今後の政策分析への利用
の可能性について妥当性を検証する。加えて、両研究分野
における、イノベーション活動に関する評価手法の高度化
に資する標準化活動に係るデータ収集方法および利用方法
について論ずる。さらに、研究目的別の標準化活動の差異
とその要因について考察を行う。さらに、得られた結果に
基づき、大学等の基礎研究機関における、標準化活動の
マネジメントについて検討を加える。

2008-2011 年の間の 4 年分の知的財産活動中における
標準化活動に関するデータの比較を行ったところ、当該デー
タは、継続性において、一定の信頼性があり、安定してい
ることを示唆する結果が得られた。また、産業の比率と比
較して、基礎研究を代表すると解される教育・TLO 等にお

いては、知的財産活動者中における標準化活動者数が多
いことが明らかとなった。加えて、政策面では、大学にお
いて、知的財産活動における標準活動の管理は十分に対
応が行われていない点が課題として指摘された。

この論文は第 2 章において、先行研究調査について説明
を行う。第 3 章で、仮説の説明と背景の記述を行う。第 4
章で、方法およびデータの説明、第 5 章においては結果、
第 6 章では、実現のためのシナリオを含めた考察、第 7 章
では今後の課題、第 8 章で結論を記述する。

2　先行研究
この研究領域における先行研究は数が少ないので、研

究のフレームワークを理解する上で必要となる文献について
紹介する。
2.1　標準化活動者数の収集方法および定義
2.1.1　収集方法関係

研究者数等の人員数の収集等については、OECD のフラ
スカティマニュアルの中で FTE（Full-Time Equivalent）
方式による収集が推奨されている [8]。FTE は、人頭数に
基づくカウント方法と対をなすものである。人頭数のカウ
ント方式は、人間の実在の数に基づいて数える。一方で
FTE は、労働時間の割合で、人数を数える方式であり、
1日のうち、ある業務に半分だけ従事する場合には、0.5 人
とカウントされることになる。FTE はその性質から大学の
教員のように教育と研究を兼任している場合に、投入労働
量を把握するのに適した方式である。これは、人頭数の場
合に起きる実質的な研究活動の過大評価を防ぐことが可
能となるためである。特許庁の知的財産活動調査において
は、従来から知的財産活動者数の収集に FTE 方式を利
用している。これを踏まえて、知的財産活動における標準
化活動者数の収集にも FTE 方式が適用されている。
2.1.2　定義関係

標準活動の定義については、技術に着目して“特定化”
のキーワードを使って説明している場合がある [9]。しかし、
これは製品についての定義であり、標準化活動に関する定
量データの収集のために利用することは目的とされていな
い。各国のイノベーション活動評価方法を規定する OECD
フラスカティマニュアルにおいては、標準化活動の定義に
ついての記述はなされていない。

しかし、企業内における標準化活動に関する定義に関す
る実証は、近年端緒が得られつつある。この論文で利用
する特許庁が実施する知的財産活動調査において以下の
定義が用いられている [3]-[6]。
標準化活動者

標準化とは、ある技術分野において、技術仕様や試験評
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価方法、用語や記号等の統一化、単純化等、複数者の取
り決めにより規格（標準）を制定または改正する過程を意
味している。
知的財産活動者

産業財産権の発掘から権利取得、権利の維持に関する
業務に従事する者のみならず、知的財産活動の管理、評
価、取引、実施許諾、係争に係る業務に従事する者、知的
財産に関する企画、調査、教育、会計、庶務等、知的財産
活動を支えるために必要な業務に従事している者。
知的財産活動者のうち標準化活動従事者

標準に係る特許の調査、必須特許の評価やライセンス交
渉、標準化に向けた特許声明書の作成や提出、標準化に
関する技術に対する特許侵害等への対応等、標準に関連
した知的財産の管理に従事する者のみならず、知的財産
担当者のうち、標準の企画提案、審議に係る業務に従事
する者、教育、普及、会計、庶務等、標準化に関わる活動
を支えるために必要な業務を兼務する者。
2.2　国際的に見た既存のデータとの比較

国際的に見て、標準化活動に関するデータの収集の試
みはほとんど行われていない。その主要な理由の一つとし
て、関係する国際機関におけるデータ収集の取り組みの不
在が挙げられる。国際標準の策定団体である ISO や IEC
の年次報告書には、各国の政府部内等にある事務局の局
員数や、策定された標準の数といったデータが存在するも
のの、各国の国内の標準化活動者数についてのデータは記
載されていない [12]。この背景として、ISO、IEC は国際標
準規格書を文書の形で作成することを目的としており、各
国の標準化活動の実態に係る統計データの収集は組織的
な目的とされていない点が指摘されている。一方、国際知
的所有権機構（WIPO）等の国際知的財産組織は、特許
に関する経済的なデータの収集は行っているものの、標準
化活動についての統計データを収集する機能を有していな
い。このように標準化活動に関するデータの収集を組織的
に行っている機関が存在していないことが、国際的に比較
可能なデータの不在といった現状につながっている。

さらに、標準化活動に係る資源投入量は、科学技術デー
タとしてこれまで認知されていなかったことも理由の一つ
に挙げられる。科学技術活動の範囲をどのように捉えるか
は、これまでも OECD や UNESCO において度々議論が
行われてきているが、技術標準に関する活動は研究開発に
「関連する活動」として位置づけられてきたことから、こ
れまでのところ科学技術活動自体とはみなされず、科学技
術に関係する活動として位置づけられているにすぎない。
このため、現在でも公的な科学技術関連の統計データの
対象になっていないとの背景がある [10]。その結果、政策

変数として標準化活動を評価するために、どのような量を
取り上げれば良いかの問いが未解決のままである

その他の実務的な理由として、収集の困難性を指摘でき
る。標準化活動は、独立した業務として確立していない場
合が多く、主たる業務を別に行いながら、研究開発活動、
知的財産活動等の業務の付帯業務として、実施している場
合が多いと考えられる。このため、組織内での認識が行わ
れにくいとの特徴が指摘できる。
2.3　基礎研究、応用・開発研究と標準化活動の関係

基礎的な研究領域を代表する大学等における標準化活
動数について、実数データは前述のように国際的にも見ら
れない。応用研究と開発研究を主に担っていると考えられ
る企業等における実数データも同様である。
2.4　標準化活動が技術革新に与える影響

米国電気機械製造業では標準策定団体における参加者
数と、企業の取得した特許の数との間には有意な正の相関
があるとの報告がなされており、標準策定団体における標
準化活動が、企業の特許に代表される知的財産活動と因
果関係を有していることが指摘される結果となっている[9]。

3　仮説
この論文では、次の仮説の検証を行う。
3.1　仮説1a

組織内における標準化活動参画者数の収集方法は、い
まだ国際的に確立したものがなく、模索が行われている段
階である。まず、収集手法およびデータが実際に安定的に
収集可能であるかの確認を行うことが、データの利用を行
う前提として必要である。

仮説 1a. 標準化活動に関する人員数の収集データが回収
率等の点で安定していること。
3.2　仮説1b

知的財産活動における標準化活動者数の収集にあたっ
ては、これまでの標準に関する交渉関係の業務を念頭にお
いた定義ではなく、広く組織内における標準化活動を念頭
とした定義に基づき収集を行っている。この定義によるデー
タの収集が実際に可能であるかについて、先行研究では検
証されていないことから、本仮説の検証を行う。

仮説 1b. 標準化活動従事者数のデータの収集の上で有
効な定義であること。

図 1 に、仮説と、研究の構成との関係についての流れを
示す。

4　方法
知的財産活動調査のデータを活用して、産業分野別の

知的財産活動者数と、知的財産活動に関する標準化活動
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者数について、2008 年から 2011 年の間の観察を行った。
知的財産活動に占める標準化活動の割合について、研究
分野間の比較を行った。

4.1　知的財産活動調査の概要
4.1.1　調査目的

調査目的は、「我が国の知的財産政策を企画立案するに
あたっての基礎資料を整備するため、我が国の個人、法
人、大学等研究機関の知的財産活動の実態を把握するこ
と」とされている。平成 14 年度（2002 年度）から本統計
調査は実施されている。
4.1.2　対象年次

平成 19 年度（2007 年度）以降が、標準化活動関係の
調査対象年度となっている。
4.1.3　調査対象者

前年度に特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、
商標登録出願のいずれかが 5 件以上である企業等であり、
具体的には、企業、企業の研究所、大学、公的研究機関
が含まれている。知的財産活動調査は、2002 年からデー
タの収集が始められている。統計法に基づく一般統計調査
として実施されているために、通常のアンケート調査と異な
り、回答者に忠実に回答することが求められており、企業
内の標準化活動の把握について、より信頼性の高い結果
が得られていると考えられる。

5　結果
5.1　知的財産活動者数、ならびに知的財産活動におけ
る標準化活動者数

本調査の各年の回収率を見ると、5 割程度となっており、
およそ過半数からの回答を得る結果となっている。また、
回答した企業等のうち、知的財産財活動に関する標準化
活動についてデータが記入された割合は、およそ 9 割程度
となっており、回答の有無による、サンプリングバイアスを
受けているおそれは低いと考えられる。

知的財産担当者数についてのデータ収集は 2002 年か

ら調査が実施されている（表 1）。数値は 17,000 人台から
19,000 人台で推移している。2003 年については、収集方
法の変更等の理由により、半分の 9,000 人程度になってお
り、この値は参考値としての扱いになっている。これに対
して、標準化活動の代替指標として取り上げた、知的財
産活動における標準化活動者数については、2008 年から
2011 年の間においておおよそ 2,000 人前後で推移してい
る。おおむね、標準化活動の割合は、10 ％前後を示す結
果となっている。2011 年については、割合は 9.9 ％になっ
ており、過去 4 年間の取得されたデータの中では、この標
準化活動の割合が一番低くなっている。
5.2　業種分野別のデータの経年比較

業種ごとの、数値の推移を示す（表 2、図 2）。一覧し
て、絶対数が多い分野は「電気機械製造業」と「教育・
TLO・公的研究機関・公務」であることがわかる。ただ、
この数は、母体となる企業の数および、関係者の数に影響
を受けることが考えられるために、当該数の大小を単純に
比較することはできない。しかし、それぞれの産業界ごと
に、どの程度の活動が行われているかを概観する上で適当
である。併せて、各年度のごとの数値のばらつきを見るこ
とにより、収集手法の適切性、データの信頼性を見る判断
に利用できる。
5.2.1　教育・TLO・公的研究機関・公務

このカテゴリーは、大学等の高等研究機関を対象として
含んでいる。よって基礎研究の動向を把握するデータとして
代替することが可能である。カテゴリーでみた場合には、
電気機械製造業に次いで 2 番目に標準化活動に関与する
人数が多い。2010 年には 402 人で最大の値を示しており、
2011 年には、161 人で最小の値を示している。知的財産活
動における標準化活動が占める割合は、12.9 ％の 2011 年
が一番低くなっている。その他の年においては、26 ％か
ら 27 ％の割合になっている。このデータの変動の理由と
しては、頭数人数そのものが減少している場合の他に、人
頭が減った場合でなく業務の中における標準化活動の量
が減った場合が考えられる。その他の要因として本データ
が、パネルデータではなく、毎年度ごとに、前年度の特許

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

知的財産活動に
おける標準化担
当者数（人）
(FTE)

未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 未調査 2,296 2,298 2,336 1,826

母数となる知的
財産担当者数

（人）
(FTE)

17,679
（参考値）

9,234
（参考値）

17,569
（参考値）17,700 18,658 19,589 18,458 19,227 17,106 18,583

割合（％） ― ― ― ― ― ― 12.4 % 12.0 % 13.7 % 9.9 %

出典：特許庁知的財産活動調査の集計データ。2002年、2003年、2004年の知的財産担当者数は
現在とは測定方法が異なるために、参考値。

研究分野別（基
礎研究および開
発・応用研究）
における分析

データが分析
等への利用が
可能

仮説1b
定義が有益な
ものであること

仮説1a
人員数の集計
データが安定し
ている

図 1　仮説および研究の構成に関するフロー

表 1　知的財産活動における標準化担当者数と母数になる知
的担当者数
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申請数が 5 件以上の企業等を対象に行っていることから、
サンプルの入れ替えが要因の一つとして考察される。
5.2.2　電気機械製造業

2008 年の 484 人が過去においては最大の値を示してお
り、2011 年の 421 人が最小値を示している。一方で、知
的財産活動に占める標準化活動者数の割会は、2011 年に
6.4 ％と一番低くなっている一方で、2010 年が 9.7 ％で割
合は一番高くなっている。
5.2.3　情報通信業

2011 年が 34 人と一番小さな値を示しており、2009 年が
73 人と最大の値を示している。知的財産活動者数の中に
占める割合についても、2008 年の 6.2 ％が最小であり、
2009 年が 10.6 ％で最大の値を示している。

6　考察
6.1　仮説検証

以上の結果より、仮説 1a、1b の評価を行った。仮説を
検証するに際して、1. 調査の回収率、2. 回収データ中にお
ける当該数値の回答率、3. 各年のデータの時系列で比較し
た場合の変動を見ることとする。現在のところ、標準化活
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表 2　知的財産担当者数のうち標準化担当者数およびその割合（全体、業種別）

図 2　産業分野毎の知的財産担当者数のうち標準化に携わる
担当者の人数（2008-2011）
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動者数については先行データとなる統計指標が国際的に存
在しないために、国際的な比較結果から妥当性の検証が
できないとの限界がある。このために、データの利用可能
性に係る検討は、収集の安定性等から行う。

仮説 1a については、知的財産活動における標準化担当
者の数が、各年度において、おおむね一定程度の範囲に
収まっている結果が観察された。また、各年度の調査結果
の回収率もおおむね 5 割程度であること、ならびに、回収
された個表のうち、おおむね 9 割程度が当該項目について
回答を行っていることから、当該データについては、安定
して収集が行われており、二次的な分析への利用が可能で
あると判断された。仮説 1b については、仮説 1a の結果
を踏まえて、標準化活動に関する規格策定の交渉のみなら
ず、標準活動に関するバックオフィス業務、企画業務を定
義に含む標準化活動の範囲を広く捉えたデータの収集が可
能であることが示された。仮説 1a と仮説 1b の結果を併せ
て判断すると、収集されたデータが、サンプリングバイアス
を受けている蓋然性は低いと判断でき、各種分析への応
用が可能であると判断された（図 1）。

組織の内外にわたって考察した場合に、イノベーション
活動に関連する標準化活動の範囲をどのように捉えるかは
これまで曖昧とされてきた。理由として国際的な規格策定
においては、最終的な決定の場である会議への関与と、決
定の際の投票権の行使が重要であると考えられるため、標
準化活動とは、規格内容のドラフティングを行う所属組織
外の標準化団体での活動を意味すると捉える背景があった
ことを挙げられる。そのため、標準化活動とは規格策定の
ための会議への出席者の数を示すとの概念が形成されると
ともに、その反射的な意味として、会議出席等の渉外活動
以外に標準化活動を調査集計することは難しいとの認識が
形成されてきた。一方で、組織内における標準化活動は、
渉外業務に加えて、技術標準の開発に伴う新たな製品の
開発戦略等も想定される。比較考慮の対象となりえる特許
活動に係る調査定義においても、従来から特許紛争やライ
センシングに関する交渉等の渉外業務に限らず、今回の拡
張された標準化活動の定義のように幅広く包含されたもの
となっている [3]-[6]。

今回、研究の対象とした標準化活動は、組織内における
知的財産活動に関連する標準化活動であるが、標準化活
動についてのデータの大まかな動向を捉えることができると
期待される。このため、得られた結果は、標準化活動に関
する投入資源データを、科学技術データの中に位置づける
べきか否かの議論において有意な知見となることが期待さ
れる。また、渉外業務を含めた拡張された標準化活動のイ
ノベーション活動に係る影響の評価につながる。

6.2　研究分野間比較
基礎的な研究活動において、知的財産活動の中での標

準化活動が応用・開発研究と同程度の割合で行われてい
る可能性があるとの仮説が形成された。基礎研究の分野と
して、「教育・TLO・公的研究機関・公務」を代表させ、
応用・開発研究の分野として「電気機械製造業」等を代表
させた。どちらにおいて、知的財産活動に占める標準化活
動の程度が高いかについて比較を行うと、基礎的な研究領
域において高いとの結果が示された。一方、総計において
は、両分野とも平均値より高い、およそ同程度の数字が示
された。

図 3 に、研究性格別の標準化活動に係る傾向を見るた
めに、基礎研究：「教育・TLO・公的研究機関・公務」、
および応用・開発研究：「電気機械製造業」「情報通信業」
の 2008 年から 2011 年の 4 年間の、知的財産活動に関す
る標準化活動の平均割合の変動を示した。

基礎研究と応用・開発研究の対比で見ると、基礎研究の
方が、平均的な割合は高い、おおむね 20 ％程度となって
いる。一方で、応用・開発研究は 10 ％前後で推移してい
る結果が見て取れる。基礎研究の方が、応用・開発的な
研究より割合が高い背景として、この割合は、知的財産活
動者中における標準化活動について収集したものであるこ
とから、知的財産活動者数の変動による、割合の変化が
挙げられる。応用・開発研究に該当する「電気機械製造業」
を見ると、おおむね知的財産担当者数は5,000人程度となっ
ている。一方で、基礎研究に該当する「教育・TLO・公的
研究機関・公務」においては、1,500 人程度である（表 2）。
このことが、基礎研究に該当する「教育・TLO・公的研究
機関・公務」において、標準化活動の割合が高くなった理
由の一つと考えられる。「電気機械製造業」において、「教
育・TLO・公的研究機関・公務」より知的財産活動者数

電気機械製造業

電気機械製造業

教育・TLO・公的研究機関・公務

教育・TLO・公的研究機関・公務

情報通信業

情報通信業

9.7 %

6.9 % 8.1 %
6.4 %

9.6 %
10.6 %

6.2 %

7.9 %

12.9 %

26.0 % 27.3 %
25.6 %

2008
2009

2010
2011

図 3　知的財産担当者数のうち標準化に携わる担当者数割合
の経年変化



研究論文：基礎研究および応用・開発研究における標準化活動に係る投入資源の計量方法および差異について（田村）

−176−Synthesiology　Vol.6 No.3（2013）

が多い理由としては、特許の出願数が、大学等の基礎研
究機関に比べて多いことに起因して、出願関係業務に関係
する業務が大きいことが考えられる。例えば日本の代表的
な企業、NEC、富士通、日立においては、100 人から 300
人規模の人員の知的財産部門を、設置しており、今回の結
果と一致するものである [11]。他に、基礎研究機関において
は、研究者の知的財産活動や標準化活動への貢献が少な
いため、知的財産部局に所属をする者で知的財産活動者と
標準化活動の両方を行うこととなり割合が高くなる場合等
が理由に挙げられる。

日本国内においては、基礎研究を中心としている産業技
術総合研究所（AIST）や情報通信研究機構（NICT）に
おいて、開発された技術を実用に供するために国際的な技
術標準規格にするための活動が行われている。産業技術
総合研究所においては、国際標準化策定に関する論文を
積極的に公表している。また、大学の研究者による標準規
格の開発活動も行われており、通信プロトコルに関する研
究は、大学の理工系学部でも研究の取り組みがなされてい
る。このような技術標準の策定に係る活動等が、このカテ
ゴリーには含まれていると考察される。また、公務のカテ
ゴリーについては、政府等の公的機関が、デジュール規格
の策定の事務局機能を果たしている場合を含んでいるもの
と考えられる。以上の活動が、基礎的な研究領域におけ
る、標準活動の概要を表していると考察される。

一方で、「電気機械製造業」や「情報通信業」は開発・
応用研究を代表していると考えることができる。製品の開
発戦略や技術の市場化のためには、インタフェース部分の
標準化をはかることが必須であることから、現在の電気機
械製造業におけるプロダクト・イノベーションにおいては、
技術標準の役割が重要であり応用・開発的な研究領域に
おける実態は、これに関連する活動を含んでいるものと考
えられる。

以上の結果は、基礎的な研究領域において、企業等で
見られる応用・開発研究と同等程度に、知的財産活動に関
係する標準化活動が行われている可能性があるとの仮説に
つながる。
6.3　基礎研究における標準化活動の問題点

大学は数多くの特許の申請を行っており、大学等におけ
る標準化活動がもたらす技術標準が、自ら保持している特
許群に関係するか否かの確認が必要である。日本の特許
公開件数上位の大学（東北大学、東京大学、東京工業大
学、大阪大学）における、知的財産ポリシー中の技術標
準の取り扱いを確認したところ、規定を設けている大学は
存在していないことが判明した [12]-[15]。このことは、日本の
企業で行われているような、特許と標準に関する組織内で

のクリアランス制度が、大学の知的財産関係部局において
行われていないことを意味する。背景として大学等の基礎
研究機関は、自ら生産設備を持つことがないため特許の実
施を自身で行わない場合が多く、応用・開発研究を行って
いる企業とは異なり技術標準に含まれる特許技術の存在に
留意する必要性が低い点を指摘できる。

研究目的の違いによる標準管理と特許管理の比較を表 3
に示す。情報通信産業等の民間企業においては、知的財
産戦略を統一的に実施するために、知的財産組織の整備
が行われており、特許管理と標準策定の間で連携を取る体
制が構築されてきている。日立、富士通、NEC において
は、社内全体の標準戦略と標準化活動を統括する標準委
員会の設置が行われている。応用・開発研究においては、
特許と標準化活動を統括する取り組みが進んでいる [11]。
この論文の結果を踏まえると大学等の基礎研究機関におい
ても、技術標準の策定による自身が持つ特許への影響を
管理するため同様の取り組みが今後は必要となろう。
6.4　課題達成の目標:構成学の視点

構成学的視点から、研究の流れと導入に関するシナリオ
を図 4 に示す。長期的なアウトカム指標となる、イノベーショ
ン活動における標準化活動のマネジメント手法を確立する
ためには、基礎研究および応用・開発研究におけるデータ
の収集方法および利用方法の基盤の確立が必要となる。
このためには企業や大学等におけるデータの収集可能性、
応用 ･ 開発研究機関である企業の組織における標準化活
動の影響の評価手法、基礎研究機関である大学等におけ
る標準化活動の影響の評価手法が必要となる。これらの
うち、この研究において、企業や大学におけるデータの収
集基盤の確立について一定の到達がなされた。一方、基礎
研究と応用・開発研究の間に見られる実態の評価について
は、この論文では仮説の導入にとどまる結果となった。今
後、研究の深化がさらに必要になると考えられる。

7　今後の研究課題
情報通信機器の技術の市場化（プロダクト・イノベーショ

ン）のためには、ネットワーク外部性を得るためのインタ
フェース標準等への対応が今日では必要不可欠である。特

電気機械製造業等進展している企業があり平均より大低応用・開発研究

教育・TLO・
公的研究機関・公務

事例は、ほぼ見られない
（知的財産ポリシーの中に記

述はない）
平均より大高基礎研究

備考：
代表させた、
産業カテゴリー等

標準化活動と特許管理活動
の総括的管理の程度

（内部ガイドラインの策定等）
人数割合研究目的

表 3　基礎研究と応用・開発研究における知的財産活動に関す
る標準化活動の差異
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許を中心とした知的財産活動に係る統計データについての
収集方法および、評価方法は、OECD フラスカティマニュ
アル [8]、オスロマニュアル [16] 等において記載されているが、
標準化活動について記述はなされていない。このため、現
状では国際的な比較を通じた妥当性の確認を行うことは困
難である。各国におけるデータの収集により国際的なデー
タの比較が可能となれば、精度の向上につながる。今後、
国際的な研究の進展が望まれる。

また、この論文で導かれた、基礎研究と応用・開発研
究における知的財産活動における標準化活動の程度につい
ての仮説の検証を行うためには、基礎研究領域における標
準化活動の実態把握が望まれる。

8　結論
知的財産活動調査中における標準化活動に関するデー

タが安定的に収集可能であること、ならびに再現性を有す
ることについて確認を行い、データの回収率等の検討結果
から妥当性を支持する結論が得られた。2012 年以降につ
いても、データの安定的な収集が可能であること、また再
現性を有することについて、引き続き検証が必要であると
考えられるが、この論文における検討の結果から、おおむ
ね 1 次データとしての信頼性は確認されたと考えられる。
この結果は、組織内での標準化活動の可視化を通じたイノ
ベーション・マネジメントの高度化に寄与することが期待で
きる。加えて、応用・開発研究と同等程度に、知的財産活
動に関係する標準化活動が基礎研究機関で行われている
可能性があるとの仮説が今回の集計データの分析からは

大学等の基礎研究機関に
おける標準化活動の定量

的計量

大学等の基礎研究機関：
標準化活動がイノベーショ
ンに影響を有するとの仮説

企業の特許申請数

企業内外：
標準化団体や企業内にお

ける活動企業等の応用開発研究：
標準化活動がイノベーショ
ンに影響を有する

標準化活動に関するデータ
の計量結果

標準化活動に関する定義

企業や大学等における
データの計量可能性

基礎研究・応用開発研究
におけるデータの計量方法、
利用方法の基盤確立

イノベーション活動に
おける標準化活動の
マネジメント手法の確立

長期的アウトカム目標 中期的アウトカ
ム目標

統合と
構成

各構成
要素

導かれた。少なくても、精度は別として基礎研究における、
標準化活動の存在は定量的データから確認がなされた。

政策的な含意としては、標準化活動が企業等に代表さ
れる応用・開発研究と同程度以上の割合で観察されたにも
かかわらず、大学の知的財産管理においては、標準化活
動の管理方針が十分に整備されておらず、標準化活動と特
許活動が十分にすり合わされていない点が課題として指摘
された。大学等においても、電気機械製造業の場合と同
様に、標準と特許の一体的な管理が必要と考えられ、そ
のためには現在、特許情報の取りまとめを行っている大学
の産学連携推進担当部局等において、標準化情報の伝達
を行う等の役割が必要となると考えられる。併せて、大学
等が内部規程としている知的財産ポリシーにおいて、標準
化活動を考慮した規定が求められるであろう。

研究面での含意として、短期的には、技術標準活動に
関与する人数を活用して基礎研究、応用・開発研究におい
てイノベーション活動の評価等の定量分析への利用可能性
を示唆する結果となった。長期的には、この論文の結果か
ら得られた知見を活用して、国際的に同様のデータの収集
を図る体制の確立につながることが期待される。

標準化活動が知的財産活動に与えている質的変化を踏
まえたイノベーション活動の評価方法の確立のためには、
標準活動に関する定量データに係る計量方法のさらなる高
度化が引き続き求められるであろう。さらに進展するネット
ワーク社会を想定した場合に、標準化活動はイノベーショ
ン活動評価の上で、今後ますます無視できなくなる要因に
なると考えられる。

図 4　イノベーション活動のマネジメント向上につなげるための標準化活動に関する手法の開発と導入の為のシナリオ
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執筆者略歴
田村 傑（たむら すぐる）

通産省入省、産業技術環境局技術評価調査
課、内閣府総合科学技術会議総括グループ等
をへて 2009 年から2012 年早稲田大学理工学
研究院准教授、2012 年より（独）経済産業研
究所（RIETI）シニアフェロー。主要な業績に、
Journal of the American Ceramic Society 他
での出版がある。研究関心領域はイノベーション
マネジメント、研究開発評価手法ほか。この論
文では田村傑が全ての内容について記述を行った。

査読者との議論
議論1　標準化活動全般に対する計測ではなく、知財活動の中の
標準化活動というフィルターを通した計測に限定されている点
コメント（松田 宏雄：産業技術総合研究所国際標準推進部）

研究目標に、「標準化活動を計測する手法を考察する」と掲げられ
ているが、特許庁が行った「知的財産活動調査」に含まれる標準化
活動調査の数字的揺らぎ（安定性？）を考察するだけで、仮説を妥
当と結論付けている。この特許庁の調査結果は、この論文を構成す
る重要な「要素」であるから、その妥当性にもう少し突っ込んだ考察
が必要ではないか。細かい点で言えば、この論文で対象とした基礎
研究では、2011 年度の標準化担当者割合が過去の年度に比べて半
減している。これについて 5.1 節で言及はあるが、調査方法の揺らぎ
としての考察がない。

回答（田村 傑）
2011 年の変動の理由として、パネル調査でないための調査対象企

業の入れ替えが要因として考えられることを記述しました。またデー
タの信頼については、調査データの回収割合が 5 割程度と高く、ま
た回収された調査のうち、標準化部分への回答が 9 割以上の割合で
なされている点をサンプリングのバイアスを排除して信頼して良い理由
として追記しました。（「5. 結果」、「5.1 知的財産活動者数、ならびに
知的財産活動における標準化活動者数」、「5.2 業種分野別のデータ
の経年比較」）

議論2　データの信頼性
コメント（田中 充：産業技術総合研究所）
「我が国の知財活動の統計を基礎データとしこれに立脚した評価

指標であることからその信頼性に関する記述が不十分であること」に
ついて：　この論文では公的なデータであることを根拠として網羅性
があることに触れているだけのように見えます。このデータの信頼性
に明るくない人にとっては、2008 年～ 2011 年の変化や、基礎研究と
応用・開発研究の比較結果をどの程度信用して良いのか分かりませ
ん。必要に応じて加筆することを勧めます。

回答（田村 傑）
調査票の回答割合が 5 割程度であること、また回収した調査票の

うちこの研究で用いた質問部分の回答割合が 9 割はあることから、
回答に際してのバイアスを排除することができ、データの信頼性が
高いと結論付けられることを記述しました。通常のアンケート調査で
は、場合によりますが、2 割から 3 割も回答があればデータソースの
信頼性が高いと判断されると考えます。また、結論については、基
礎研究分野においても、知的財産活動に関する標準化活動が一定程
度存在することを否定することはできないと考えられる点を追記いた
しました。（「5. 結果」、「5.1 知的財産活動者数、ならびに知的財産活
動における標準化担当者数」、「6. 考察」、「6.1 仮説検証」、「6.2 研
究分野間比較」、「8. 結論」）
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議論3　標準化の定義の重要性に関する記述
質問（田中 充）
「新たな標準化の定義が妥当であるとの仮説の検証方法が明確で

ないこと」について：　この論文で、「標準化活動に関して、規格策
定の交渉のみならず、標準活動に関するバックオフィス業務、企画業
務を含む定義に基づくデータの収集が、有意義に働き、データを得
ることが可能であることが示された」とされていますが、その理由が
あまり明確でないようです。むしろ、“標準化活動のアイテムをできる
だけ広く取り上げることが、より正確な指標を与える”ことは自明、
つまり定義として妥当なことは自明であるように思え、この点を簡単
に触れれば良いように思います。それとも、やはり安定性が「データ
を得ることが可能な」理由というのがこの論文の論旨でしょうか？こ
の点が分かりやすいように改訂することを勧めます。

回答（田村 傑）
すでに調査実施が行われている特許活動の定義に合わせたことを

言及すると共に、これまでの標準化活動者の集計が交渉者の集計を
中心としていた点に言及しました。併せて、そのような集計方法がも
たらす、反射的な欠点についての記述を追加しました。さらに、拡張
した定義において、標準化活動の集計はこれまで行われていなかっ
たことから、データが収集できること自体が一つの意味をなす点を示
しました。社会的な調査では、自然科学分野の計測機器を使った計
量と異なり、アンケート調査を行っても、データの回答が得られない
場合があります。（「6. 考察」、「6.1 仮説検証」「6.2 研究分野間比較」）

議論4　基礎研究における標準化の傾向に対する仮説の検証
質問（田中 充）
「この評価指標を用いた基礎研究と応用・開発研究における標準化

活動の比較がなされているが、その信頼性に関する疑問が明らかにさ
れていないこと」について：　この試論は、本評価指標の利用事例を
示す意図の下に展開されたように記載されています。したがって、上
記のもろもろの懸念に示されるように、評価指標の持つ信頼性や定義

の妥当性を加味した上でどの程度の強さで主張できる結論なのか読
者は疑問視する可能性があります。評価指標の比較に基づく結論はあ
くまで必要条件であり十分条件ではないというのが妥当なところでは
ないでしょうか？これに応えるメッセージを加筆することを勧めます。

回答（田村 傑）
基礎研究と応用開発研究においては、同程度の知財活動に関する

標準化活動が行われている可能性があると改めました。また、結論
ではなく仮説が導入されたとの位置付けとしました。（「6. 考察」、「6.2
研究分野間比較」、「8. 結論」）

質問（松田 宏雄）
アブストラクトにおいて、「基礎研究においての方が、応用・開発

研究より標準化活動の占める割合が高いとの結論が得られた。」と
記述されているが、査読者から見てこの結論は、読者をミスリードす
る大変危険なものと考えられる。この論文で使われた特許庁の調査
は、知的財産活動を行っている者を母数として、その内数として標準
化活動従事者をカウントしているにすぎない。2.4 節で標準化策定団
体への参加と特許の数の正の相関を述べているように、応用・開発
研究では、知財部門に所属しない標準化活動者がたくさんいると推
定される。一方で大学等の基礎研究機関では、知財や標準化への研
究者の貢献が少ないため、結果的に知財部門に所属する者が両分野
をカバーしなければならないので、知財活動者に含まれる標準化活
動者の割合が多くなったと考えれられないだろうか。

回答（田村 傑）
・結論の扱いを仮説の導入としました。また、応用・開発研究と同程

度の標準化活動が行われている可能性があるとの記述に変更いた
しました。（「6.2研究分野間比較」）

・基礎分野における原因について、考察を追記しました。（「6.2研究
分野間比較」）


